
新型コロナウイルス感染症に関する国の支援策と対象者のイメージ

収入源別世帯の分類

新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が減少した被保険者に係る

国民健康保険料の減免

○第1回運営協議会(書面開催）への諮問案件

その他の支援策（既存の制度）

・国民健康保険料の徴収猶予等

・非自発失業者に対する保険料の軽減措置

※経済産業省（5月より給付開始）

※「収入源別世帯の分類」及び「個人の就労形態等」については、平成３０年度の被保険者の所得状況から推定して算定したもの。

※「事業収入等がある世帯」は、主たる生計維持者の収入源に、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入がある世帯

資料１－③

被用者

15,762人

(17%)

事業収入等がある

世帯

約44,000世帯

(60%)

収入が無い方

約37,000人

(40％）

事業者等

約7,300人(8％)

【対象者】中小法人・個人事業者等

のうち、売上が、5割以上減少

罹患率を６％とすると

対象者は約946名

その他の

世帯

約29,500世帯

(40%)

年金・他収入

約32,000人

(35％)

個人の就労形態等

【対象世帯】

　主たる生計維持者の給与、事業収入等が3割

以上減少。ただし、前年度所得が1千万円以下

であるなど諸要件あり
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約73,500世帯 約92,000人
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傷病手当金の支給
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